
第 54 類 人造繊維の長繊維及びその織物  

 

注  

1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。  

（a） 有機単量体の重合により製造した短繊維又は長繊維（例えば、ポリアミド、ポリエステル、

ポリウレタン又はポリビニル誘導体のもの）  

（b） 繊維素、カゼイン、プロテイン、アルガエその他の天然有機重合体を化学的に変化させるこ

とにより製造した短繊維又は長繊維（例えば、ビスコースレーヨン、アセテート、キュプラ及

びアルギネート）  

  この場合において、「合成繊維」とは（a）の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又

は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは（b）の繊維をいう。  

人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合に

おいてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。  

2 第 54.02 項及び第 54.03 項には、第 55 類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維

の長繊維のトウを含まない。  

 

備考  

1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダク

リル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維を

いう。  

2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹くずを含む。  

3 第 54.08 項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料

から製造したストリップその他これに類するものを含む。  

 


